
盛岡中央消防署新庁舎 

及び（仮称）山岸出張所 

庁舎整備等事業 



公共施設等の管理者の名称 

   盛岡地区広域消防組合 

        管理者 谷 藤 裕 明 
  構成８市町村（盛岡市、八幡平市、雫石町、 
葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町）を
もって組織し、区域における消防に関する事
務を共同処理する一部事務組合 

 管理者は、盛岡市長 

 組合の概要は、ＨＰの「組織の紹介」を参照 



整備等を行う施設の概要 

• 種類  消防庁舎・訓練施設、その他関連付属     
       施設 
• 規模等 
  中央消防署 
  庁舎棟    ＲＣ造又はＳＲＣ造  ６，０００㎡程度 
  訓練棟    ＲＣ造又はＳＲＣ造    ４００㎡程度 
  （仮称）山岸出張所  
   ＲＣ造又はＳＲＣ造   ６００㎡程度 
  現中央消防署庁舎の解体 
   ＳＲＣ造地下１階地上６階建て２，５３０.７３㎡ 
 
 
 
 



前面道路改修説明図 



土地利用計画 
 歩道上の照明柱、開閉器（地上）、植栽の状況 



南部はしご乗り練習施設参考 



南部はしご乗りの練習施設イメージ図 



議場の状況（年４回開催） 



議場の当局側の状況 



議長席の状況 



訓練棟の参考写真（岩手県消防学校） 

 
確保ロープの支点の状況 

 



自家用給油取扱所の設置基準について 

固定給油設備 

構内通路    
４ｍ以上 

構内通路
４ｍ以上 

固定給油設備は、敷地境界線から
２ｍ以上離隔する。 

敷地境界線 

防火塀 
（高さ２ｍ以上） 

構内通路
４ｍ以上 

集水溝 

２ｍ以上 



自家用給油所を敷地の角に配置する場合 

固定給油設備 

防火塀 
（高さ２ｍ以上） 

２ｍ以上 

２ｍ以上 

庁舎棟 

構内通路 
７．５ｍ以上 

構内通路 
７．５ｍ以上 

敷地境界線 

敷地境界線 

※ 構内通路の「７．５ｍ以上」は、業務要求水準書における構内通路の基準となります。 


